
～おおさか事業者ポータルのご案内～

指導・監査の手続きがオンラインで完結します

指導・監査のシステム導入（DX）について
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1. 概要

今年度の７月頃より、指導・監査で「おおさか事業者ポータル」の利用を
開始します。

●おおさか事業者ポータル（以下、「本システム」という。）とは、大阪府の指
導・監査等における職員・事業者双方の手続きをオンライン化するシステムです。

本システム導入による変更点を「今まで」と「これから」でお示しします。

今まで これから
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2. 本システムのイメージ

今年度の７月頃より、
指導・監査で「おお
さか事業者ポータ
ル」の利用を開始し
ます。

本システムにログインすると、以下の画面が表示されます。

検査等から、検査に必
要な書類提出やデータ
の入力が可能です指導・監査・検査



2. 本システムのイメージ

今年度の７月頃より、
指導・監査で「おお
さか事業者ポータ
ル」の利用を開始し
ます。

「指導・監査・検査」を押下すると、下記の画面が表示されます。

「事前資料」
等の書類提出
が可能です。

指導事項の確認
が可能です。

指導・監査の
予定日時の確
認が可能です。
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3. 指導・監査の流れ─ ポータルを活用した大阪府と事業者のやり取り

1

指導・監査予定の作成

・大阪府が指導・監査の予定を
作成

2

指導・監査予定を通知

・大阪府が事業者の皆様へメー
ルで通知

3

事前資料の登録

・事業者の皆様が事前資料を本
システムでご提出

4

事前資料の確認

・大阪府が登録された資料をリ
アルタイムで確認

5

指導・監査の記録

・本システムで指導・監査結果
を記録

6

指導・監査結果の通知

・大阪府が指導・監査結果を通知

7

改善報告の提出

・事業者の皆様が結果確認、改
善報告をご提出

大阪府 事業者



3. 指導・監査の流れ─ ポータル導入のメリット

かんたん資料登録

資料をポータルに登録するだけ。

郵送の作業等が不要になります。

これまで：資料を郵送する。

指導・監査結果を
システム上で確認

指導・監査の実施後、

結果の内容をシステム上で確

認できます。

これまで：紙での通知を待つ

一気通貫のやり取り

指導・監査の実施通知から改

善報告の提出まで、原則すべ

てオンラインで完結。

紙やメールでのやり取りを大

幅に削減できます

これまで：紙・メールで個別
にやり取り



04
システムの登録方法

※詳しい手順は動画またはマニュアルにて後日ご案内します。



4. システムの登録方法

府にアドレス登録がある方

①登録招待メールを受け取る

②メールのURLをクリック

③パスワードを設定する

④ログインして完了

府にアドレス登録がない方

①ポータルサイトの「アカウン

ト登録」を押す

②お名前・事業者名などを入力

する

③登録して完了

※詳しい手順は動画またはマニュアルをご確認ください。
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5. 今後のスケジュール

５月中旬以降

①操作手順等の周知

本資料に加え、システムの操

作手順および説明動画を活用

したご案内を予定しています。

６月中旬頃

②ログインのご案内

皆様のメールアドレスへ展開予定

です。

７月以降

③システム利用開始

本システムを活用した指導・

監査の実施を開始します。

・本システムの操作方法等については、コールセンターの開設も予定しております。

詳細については、後日マニュアルやデモ動画と併せてご案内させていただきます。


